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※ 地域女性活躍推進交付金が計上されている予算案は、現在国会において審議されています。

現時点では、政府案を前提とした準備行為であり、今後、変更がありうることにご留意くだ

さい。 

 

地域女性活躍推進交付金公募要領 

 

第１ 交付金の目的 

   地域女性活躍推進交付金（以下「本交付金」という。）は、都道府県及び市町村（特

別区を含む。以下同じ。）が、地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資する取組を

支援することにより、地域における関係団体の連携を促進し、地域における女性の活躍

を迅速かつ重点的に推進することを目的とします。 

 

第２ 本交付金の対象となる事業 

   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以下「女

性活躍推進法」という。）第６条第１項の規定に基づく都道府県推進計画又は同条第２

項の規定に基づく市町村推進計画の策定又は策定に先行して行う、推進計画に位置付け

られ、又は位置付けられる見込みの事業であり、地域における関係団体・企業等が連携

した上で行う、次に掲げる取組を実施するための事業（以下「本事業」という。）を交

付の対象とします。なお、本事業においては、１から３までの全ての取組を実施してい

ただくことが必要です。（ただし、２に掲げる取組例は、あくまで事例であり、交付金

の目的に沿って、地域の創意工夫により自由に提案していただくことが可能です。） 

   また、事業の実施に当たっては地域女性活躍推進交付金実施要領（以下「実施要領」

という。）第５に規定する要件を満たす必要があります。 

   なお、平成 29年度予算及び平成 29年度補正予算に係る事業は、本交付金の対象とな

る事業のうち、早期着手及び政策連携により早期に効果が見込まれるものを対象としま

す。 

  １ 域内における女性の活躍推進に関する施策についての実施計画の策定 

  ２ １の実施計画に基づく女性の活躍推進に資する取組の実施 

  【取組例】 

（１）地域における女性の職業生活における活躍推進のための取組 

ア 女性登用の目標を掲げて取り組む企業の募集・公表・顕彰等の企業の自主的

な取組を促す仕組みの構築 

イ 女性の管理職への登用を促進するための中小企業の経営者や人事労務担当

者を対象としたセミナーの開催 

ウ 管理職を目指す女性を支援するためのキャリアアップ研修の開催 

エ 女性が今後のキャリアプランを考えるための分析ツール（分析シート等）の       

作成 

オ 女性の起業・創業や事業継続を支援するための相談会や、企業とのマッチン

グイベント等の開催 

カ 様々な分野で活躍する女性のロールモデル情報の提供（産業界で活躍する研 

究者・技術者などの理工系女性のロールモデルの提示等）、メンター制度の創 

設 

キ 男性の働き方改革を含め職場全体の意識改革等に取り組む男性リーダーや

男性管理職のロールモデル等の情報発信（組織トップによる「地域版男性リー

ダーの会（仮称）」などを通じた情報発信等） 
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ク 女性の起業、就業等を支援するための男性向け料理（おとう飯）教室の開催 

                                  等 

  （２）女性活躍推進のためのワンストップ支援体制の整備に向けた下記の事業 

ア 必要な人に分野横断的な情報（就労、起業・創業、子育て支援、教育、福祉

等）を提供するワンストップ相談窓口の設置 

イ 活躍したい女性の掘り起しから、学び直し、キャリア形成、活躍を得た後の

支援まで、活躍のステージ、時間軸に応じた総合的な支援の実施 

  （３）女性活躍推進法に基づく協議会等を活用した継続就業を支援する仕組みづくり 

     ア 育休代替要員の確保等による中小企業等における育児休業の取得促進に向 

けた仕組みづくり 

     イ 地域のニーズを踏まえ、女性が継続就業しやすい環境づくりの検討、試行 

  （４）地域における女性の職業生活の活躍に関連して、必要となる地域における女性活   

躍に関連する事業のうち、（１）～（３）の取組と併せて実施するもので、先進的、 

先駆的なもの 

     ア 育児・介護等の経験をいかした地域活動への参画等の取組 

     イ 地域防災において女性のリーダーシップを推進するための取組 

                                     等 

  ３ １及び２の実施による効果の検証及び今後の課題の整理 

 

第３ 応募団体の要件 

   本事業の応募団体は都道府県とし、実施主体は都道府県又は市町村とします。都道府

県又は市町村にあっては、当該団体における男女共同参画計画を既に策定している又は

策定することが確実であって、かつ、地域経済団体、地域金融機関、農林水産団体、国

の機関、教育機関、ＮＰＯ等と連携して本事業を実施してください。 

   なお、都道府県は、事業を円滑に実施するため市町村と協力し、事業成果が域内に広

く周知されるよう努めてください。 

   また、市町村においては、地域における経済活動の広がりを踏まえ、原則、他の地方

公共団体と連携して本事業を実施してください。 

 

第４ 交付金の交付額 

  １ 平成 29年度予算 

    本交付金の交付額は、都道府県事業は 1,000万円を、市町村事業は政令指定都市は

１市につき 500万円、それ以外の市町村は１市町村につき 250万円を上限とし、事業

費の 2分の１を交付します。    

    平成 29 年度予算に係る事業は、本交付金の対象となる事業のうち、早期着手及び

政策連携により早期に効果が見込まれるものを対象として、予算の範囲内で交付しま

す。 

  ２ 平成 29年度補正予算 

    本交付金の交付額は、都道府県事業は 1,000万円を、市町村事業は政令指定都市は

１市につき 500万円、それ以外の市町村は 1市町村につき 250万円を上限とし、事業

費 2分の１を交付します。 

    平成 29 年度補正予算に係る事業は、本交付金の対象となる事業のうち、早期着手

及び政策連携により早期に効果が見込まれるものを対象として、予算の範囲内で交付

します。 

  ３ 平成 30年度予算 
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    本交付金の交付額は、都道府県事業は 1,000万円を、市町村事業は政令指定都市は

1市につき 500万円、それ以外の市町村は 1市町村につき 250万円を上限とし、事業

費の 2分の 1を交付します。 

 

 

第５ 事業実施期間 

  １ 平成 29年度予算 

    本事業の事業実施期間は、財政当局の承認を得ることを前提として、交付決定日か

ら平成 31年 3月 31日までとします。    

  ２ 平成 29年度補正予算 

    本事業の事業実施期間は、財務当局の承認を得ることを前提として、交付決定日か

ら平成 31年 3月 31日までとします。 

  ３ 平成 30年度予算 

    本事業の事業実施期間は、交付決定日から平成 31年 3月 31日までとします。 

 

第６ 交付金の交付の対象となる経費 

   交付金の交付の対象となる経費は、第２に掲げる事業の実施に直接必要となる経費の

うち、別表に定めるものとしますが、以下の点に御注意ください。 

  １ 申請に当たっては、所要事業費を算出いただきますが、実際に交付される交付金の

金額については、交付対象経費等の精査により減額することがあります。 

  ２ 本事業により収益が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交付します。 

  ３ 申請額は千円単位で計上することとします。 

  ４ 本交付金の支払は、事業終了後の精算払を原則とします。 

 

第７ 交付金の交付対象とならない経費 

  １ 事業実施に直接関連のない経費 

  ２ 交付金の交付決定前に支出される経費 

  ３ 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

  ４ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 ※ 

    （※ 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいい

ます。） 

  ５ 事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品に係る経費 

  ６ 本事業以外に国、地方公共団体等から財政的支援を受けている取組に係る経費（た

だし、本事業部分とその他財政的支援を受けて実施する事業部分の明確な区分がなさ

れ、一体的に実施することで相乗効果が期待される場合は、この限りではない。） 

 

第８ 申請書類の作成及び提出 

   本事業への応募を希望する都道府県は、以下の申請書類を作成し、提出期限までに下 

記の提出先に送付してください。 

  １ 申請書類 

  （１）【別紙様式】地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（以下「計画書」という。）

（紙媒体：３部） 



- 4 - 

 

  （２）関係する添付書類（紙媒体：３部） 

  ２ 提出期限 

    平成 30年 2月 20日（火）17時（必着） 

  ３ 提出先 

    〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 

    内閣府男女共同参画局総務課（交付金担当） 

  ４ 本事業の内容、申請書類の作成等に関する問合せ方法 

    お問合せは、メール又はＦＡＸ（メールアドレス jyosei.koufukin@cao.go.jp、FAX  

03-3581-9566、Ａ４、様式自由。お名前、所属、電話番号を明記し、「内閣府男女共 

同参画局総務課（交付金担当）宛て」としてください。）にて受け付けます。受け付 

け後、総務課から電話で御連絡します。なお、３日（土日祝日を除く）以上経過して 

も総務課から連絡がない場合は、お手数ですが総務課（TEL 03-6257-1355）までお問 

い合わせください。なお、来訪によるお問合せは御遠慮ください。 

  ５ 申請書類提出に当たっての注意事項 

  （１）計画書は、様式に沿って作成してください。 

  （２）申請書類の虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。 

  （３）要件を有しないものが提出した申請書類は、無効とします。 

  （４）申請書類の作成及び提出にかかる費用は、応募団体の負担とします。 

  （５）申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便（バイク便を含む。）とし、やむ 

を得ない場合には、持参も可としますが、ＦＡＸ又は電子メールによる提出は受け 

付けません。 

  （６）提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、 

不採用にかかわらず返却はいたしません。 

  （７）申請書類は「地域女性活躍推進交付金実施計画書在中」と封筒の表に朱書きの上、 

書類一式を入れて提出してください。 

  （８）提出書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断 

で使用いたしません。 

  （９）申請書類提出後に、申請書類の電子媒体を電子メールで提出してください。 

 

第９ 審査ヒアリング 

   計画書の審査に当たり、必要に応じて申請者からの申請書類の内容についてヒアリン

グすることがあります。 

 

第 10 交付金交付候補者の選定 

  １ 審査の手順 

    提出された申請書類について、総務課等において書類確認、事前整理等を行った後、

選定審査委員会において、２の審査の観点から、３の審査の基準に基づき審査を行っ

た上で、予算の範囲内で、本交付金の交付を受け得る都道府県（以下「交付金交付候

補者」という。）を男女共同参画局長が選定します。 

    なお、書類確認においては、提出された申請書類の内容等の確認及び当該公募要領

に基づく応募要件を満たしているかの確認を行い、必要に応じて申請者に問合せをさ

せていただきます。なお、応募要件を満たしていないものについては、以降の審査の

対象から除外します。 

  ２ 審査の観点 

    審査は、採択要件に関する取組内容など、事業内容、実施方法及び事業の効果等を
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勘案して総合的に行います。 

  ３ 審査の基準 

    事業内容、実施方法及び事業の効果については、以下の項目について審査するもの

とします。 

  （１）交付金の目的に沿った効果の発現性 

     地域における現状や課題を踏まえて、地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に

結び付く効果的な取組が実施されることにより、地域における女性の活躍の迅速か

つ重点的な推進に資するものとなっているか。 

  （２）事業の新進性、新規性 

     地域の発意に根差した先導的な事業としての先進性、新規性があるか。 

  （３）効果的な実施計画の策定、事業実施環境の整備 

     事業効果の発現が期待できる具体的な実施計画となっているか、事業の実施に当

たり、連携する関係団体・企業等間の役割分担が明確になっており、事業成果の出

る連携体制となっているか。 

  （４）事業成果の波及性 

     事業成果の地域内の他団体又は他地域への波及が期待できるかどうか。 

  （５）事業効果の継続性 

     事業実施後も、持続的な活動として地域に定着することが見込まれるか。 

  ４ 審査結果の通知 

    申請者より提出された計画書が選定された場合は採択通知書を、不採択の場合は不

採択通知書を申請者宛てに発出します。 

    採択通知書の発出に当たっては、審査結果に基づいて、交付申請等に当たり内容を

修正すること等の条件を付すことがあります。 

    なお、採択通知書は、申請者に対し、交付金交付の候補者となった旨お知らせする

ものであり、交付金の交付は、別途、必要な手続を経て正式に決定されることになり

ます。 

    採択通知書を受けた方の辞退などがあった場合は、これに伴い、不採択通知書を受

けた方に採択通知書を通知する場合があります。その際は、事前に該当する方に御連

絡いたします。 

  ５ 留意事項 

（１）交付金交付候補者については、内閣府男女共同参画局ホームページで公表します。     

（２）選定審査委員会の議事及び審査内容については、非公開とします。また、交付金    

交付候補者の決定に係わる審査等の経過、審査結果等に関するお問合せにはお答え     

できませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

第 11 交付決定に必要な手続等 

   交付金交付候補者は、国の指示に従い速やかに、地域女性活躍推進交付金交付要綱（以

下「交付要綱」という。）に基づき、交付金の交付を受けるために提出することとなっ

ている交付申請書を指定する期日までに提出していただきます。交付申請書を審査した

後、問題がなければ交付決定通知を発出します。 

   なお、交付申請書の内容については、審査結果等に基づいて修正していただくことが

あります。 

 

第 12 今後のスケジュール（予定） 

    1月 22日（月）  公募開始（内閣府） 



- 6 - 

 

    2月 20日（火）  公募締切（内閣府） 

    ３月中旬     審査結果の通知（内閣府） 

    ３月下旬     交付申請書の提出（交付金交付候補者） 

    ３月下旬     平成 29年度予算及び平成 29年度補正予算交付決定通知の発出 

    （内閣府）（決裁終了次第） 

４月上旬     平成 30 年度予算交付決定通知の発出（内閣府）（決裁終了次

第） 

  

第 13 都道府県及び市町村の責務等 

   都道府県及び市町村は、事業の実施及び交付される交付金の執行に当たって、以下の

条件を守っていただきます。 

  １ 事業の推進 

    都道府県及び市町村は、交付要綱及び実施要領等を遵守し、事業全体の進行管理、

事業成果の公表等、事業の推進全般についての責任を負っていただきます。特に、交

付申請書の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、報告書の提出等については、

適時適切に行ってください。 

  ２ 交付金の経理 

  （１）都道府県及び市町村は、交付を受けた交付金の経理に当たっては、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律及び同法施行令等に基づき、適正に執行してく

ださい。 

  （２）都道府県及び市町村は、本事業とそれ以外の活動に係る経理を明確に区分してお

く必要があり、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、

この収入及び支出についての証拠書類及び関係資料を整理し、一定期間整備保管し

ておく必要があります。 

  （３）都道府県及び市町村は、交付金の経理状況を常に把握するとともに、交付金の使

用に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果が挙げられるように経費の効率

的使用に努めてください。 

 

第 14 事業成果等の報告及び公表 

   事業成果及び交付を受けた交付金の使用結果については、本事業終了後、交付要綱等

に基づき必要な報告を行っていただきます。また、内閣府男女共同参画局は、あらかじ

め都道府県にお知らせした上で、報告のあった事業成果を公表できるものとします。 
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別表 交付金の交付の対象となる経費 

 

 

区  分 経  費 
 
１ 賃金 
 
２ 報償費 
 
３ 旅費 
 
４ 需用費 

 

 
 
５ 役務費 
 
６ 委託料 
 
７ 使用料及び賃借料 

 
 
８ 備品購入費 

 
 
９ 報酬 

 
 
10 共済費等 
 

 
臨時に雇用される事務補助員等の賃金 
 
謝金 
 
普通旅費、委員等旅費 
 
消耗品費、車輌燃料費、食糧費（会議で供する茶等とし、

懇親会等における飲食費用は含まれない。）、印刷製本費

等 
 
通信運搬費、筆耕・翻訳費、広告料等 
 
コンサルタント等の委託料 
 
会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損

料 
 
施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費

（ただし、50万円未満のものに限る。） 
 
相談員等の非常勤嘱託職員に係る経費（退職金、賞与そ

の他の各種手当を除く。） 
 
共済組合負担金、社会保険料、損害保険料 
 

 


